
はじめに

　「私たちは二度生まれる。はじめは存在するために、

そして次は生きるために。…（中略）…ここにおいて

人間は真に人生のなかに生まれ、すべての人間的なも

のが彼に無縁ではなくなる。ここまでは私たちのさま

ざまの配慮は子どもの遊戯にすぎなかった。いまはじ

めて私たちの配慮が真に重要なものとなる。普通の教

育の終わるこの時期がまさに私たちの教育が始まら

なければならない時期である。（J.J.Rousseau『エミー

ル』）」

　児童期が過ぎ、その人が生きる社会の中で一人の独

立した成人としての存在を確かなものにするために、

人は青年期を経なければならない。青年期という発達

段階が用意されているにも関わらず、青年期の歩みは

あまりに多様性を帯び、過酷な道程を備えている。

　本研究では、こうした青年期の発達的問題について

ライフサイクルの視点から自我同一性について論及す

る。そして、青年期に特有な発達課題と精神疾患につ

いて述べ、現代社会を生きる青年期の諸問題に対して

必要な就労支援モデルについて検討する。
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青年期の発達課題と就労問題

（1）現代青年の自我同一性

　青年期に相当する発達課題は、「同一性　対　同一

性拡散」である。この時期は、自我同一性、すなわ

ち「アイデンティティ（identity）：自分が何である

か、何のために生きるか」を探し求める時期である。

Erikson（1950a; 1950b）は、心理・社会的側面を重要

視し、それぞれの段階において社会から求められる発

達課題をどのように解決していくかによって人格のあ

り方が決まると考えた（図１）。

　しかし、現代の生活年齢は長寿化し（厚生労働省 , 

2011a）、精神年齢は若年化した傾向からみれば、エリ

クソンが提唱した当時の時代とは異なる特性もみられ

る。例えば、より高度化した技術や経験を求められる

現代の産業社会において、確固たるアイデンティティ

をすぐに獲得することは難しく、大野（2010）によれ

ばアイデンティティが自他共に認める自信だとする

と、実際には社会に出てから 3～ 5年はかかると述べ

ている。また、斎藤（1996）によれば、青年期を最も

長くとらえると 10 歳ごろから 30 歳ごろまでの 20 年

図１　エリクソンの漸成発達段階
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間ということになると述べている。さらに、青年期が

30 歳ぐらいまでの期間と長期化している理由の一つ

は、現在の日本の産業社会への参画が難しくなってい

ることもあろう。平成 24 年度では、34 歳までの若年

無業者数が約 63 万人となり、非正規社員の雇用も増

大しているため（内閣府 , 2014）、青年期において社会

へ進出することが容易ではなく、社会生活において安

定的な自己を確立することの難しさを示している 1）。

　また、現代の多様化された社会では、自我の統合過

程において悩みや迷いといった危機を経験し、責任性

を持ち社会行動をしたとしても、それを受け入れる社

会構造で安定的な社会活動（職業）に繋がらないこと

もある。非正規雇用といった職業形態や景気の変動に

よる企業の改廃などがあり、社会生活を自らの意志と

行動だけでは統制できない状態に陥ることがあり得

る。また、企業における職業生活に限らず個々人の人

生設計は多様化している時代でもあり、自分の価値意

識で他者や社会にも認められるようになるまで長期的

な時間が必要であることもあろう（大野 , 2010）。

　そこで、一度青年期までに達成した自我同一性を転

換していくことができる猶予が必要であると考えられ

る。正規雇用をされても 3年以内に退職する若年世代

が増加していると言われているが（城 , 2006）、それ

は新たな自我同一性の芽生えや転換、もしくは補完を

求める行動であるかもしれない。すなわち、同一性の

修正といった調節作用の現れであると考えれば、危機

を経験し傾倒しているが、更なる修正をする時期も青

年期の時期では可能である。現代社会に生きる青年期

のアイデンティティを理解する上では、この「同一性

修正」という視点が必要であると考えられる。以下で

は、青年期の同一性の修正を阻害する要因として、精

神疾患と発達障害の問題について言及する。

（2）青年期の精神疾患

　現代社会では青年期の社会的自立を阻害する要因と

して、うつ病性障害が社会的問題となっている。日本

におけるうつ病の生涯有病率は約 6.5％と言われ、約

15 人に 1 人の割合で発症する確率であると言われて

いる（川上 , 2002）。また、平成 15 年の 10 代の自殺

率は 2 割増加し（河西・坂本 , 2005）、平成 20 年では

20 代の自殺率は全体の 10.7％を占めており、こうし

た自殺現象の背景にあるものは、うつ病性障害であ

ると考えられている。実際に、30 代以下のうつ病患

者数は約 25 万人に上り、全体の約 26％を占めている

（厚生労働省患者調査 , 2011b）。そのため、青年期に

おけるうつ病性障害は社会問題の一つとして注目され

ることであろう。（図２）

図２　うつ病の発症率
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　この青年期は、先に挙げた自我同一性の拡散だけで

なく、他の要因からもうつ病に陥りやすいと思われ

る。特に大学生はうつ病などの心理的疾患を発症しや

すい時期であることが指摘されている（坂本 , 2000）。

例えば、塚原（2009）は大学という一つのコミュニ

ティは多様な年齢、出身、文化を持つ人々が集まっ

ていることから、うまく対人関係を築けない機会に直

面することがあると指摘している。また、河西・坂本

（2005）も友人や家族と離れて一人暮らしをすること

も抑うつの発生に関与していると考えている。

　このように青年期にはうつ病を発症させるリスク要

因が多く存在しているものと思われる。先に述べた

Erikson（1950a; 1950b）による自我同一性の達成の視

点と絡めて考えると、一度達成したはずの自我同一性

がうつ病性障害の発症に伴い、拡散状態に陥る可能性

もあると考えられる。うつ病の症状群は食欲や睡眠と

いった生理的欲求の低下だけでなく、意欲の低下や活

動の停滞、焦燥感など心理的な面での障害が大きいも

のである。大野（2010）が述べるように、実際には青

年期で確立した同一性が真の意味で達成されるのには

時間が要されるものであり、その同一性の達成をより

確かなものにする時期にうつ病の症状に陥ることで、

同一性の確立や修正を行う機会が阻害されることもあ

るだろう。

　以上のように、青年期のうつ病性障害は単にうつ病

症状としての理解ではなく、発達的視点に基づいて考

えることが必要である。青年期の発達の特殊性、同一

性の確立という発達課題との関連で捉えることで、症

状の理解と対応を検討することが重要である。

（3）青年期の発達障害

　現在の青年期の問題として、注目すべきことは青年

の発達障害であろう。平成 16 年に発達障害者支援法

が施行されてから約 10 年間の間に、幼児教育や児童

教育を中心として発達支援の在り方が広まり、実践

されてきている。この発達障害者支援法の第一条には

「発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会

生活の促進のために…（中略）、発達障害者の自立及

び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を

図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的と

する。」とある。すなわち、発達障害の早期発見と早

期対応および就労の支援が法律の骨子である。

　しかし、厚生労働省（2014a）によれば、障害者の

雇用率は精神障害と知的障害の率は相対的に低い状態

にある（図３）。基本的に発達障害は「その他の障害」

に分類されているが、実際は知的障害や精神障害に集

計される。望月（2008）によれば、18 歳未満に生じ

た発達障害は成長とともに状態像を変えていった結

図３　障害者の雇用率

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1.8

1.75

1.7

1.65

1.6

1.55

1.5

1.45
H12 H13

精神障害者 知的障害者 身体障害者 実雇用率

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

障害者の数（千人） 実雇用率（％）

42



果、知的障害や精神障害のための支援を利用して就職

することを指摘しており、発達障害の生活支援の難し

さが制度的にも見られていることがわかる。

　また、青年期の発達障害に対する最も重要な点は、

社会的自立に向けた自我同一性の問題であると考えら

れる。当事者はその障害により自我同一性を確立する

ことが難しく、適切な社会（生活）支援を受けられな

いことで社会参加ができずに、周囲からの否定的評

価や非難を受け、時にいじめの対象となる可能性も高

い。また、それにより劣等感を持つことや自尊心が低

下する要因となるなど二次的障害に繋がる可能性もあ

る。そのため、青年期から成人期にある発達障害者に

対する自我同一性の確立と、社会（生活）支援を念頭

においた対応が急務の課題である。

　山本（2010）によれば、発達障害者に対する早期発

見、早期対応の機会を得ることができずに成人した発

達障害者も多いと述べ、自分が発達障害者であること

を知らずに苦労しながら成長し、成人後も引き続き発

達障害ゆえの苦労を抱え続けるのに加えて二次障害を

患うと指摘している。すなわち、発達障害者が二次的

障害を抱えることで、社会に生きる独立した個人とし

ての将来展望を見失い、就労する動機づけや自立への

意欲を削がれていることが当事者心理として存在して

いると思われる。そのため、「同一性を確立」するこ

とや、「同一性を修正」していく機会が損なわれてい

る可能性があると思われる。

　前述した発達障害者支援法が施行されてから約 10

年経つが、現在青年期および成人期にある発達障害者

は、法律が施行される前に幼児期を過ごした世代であ

る。そのため、適切な対応を受けずに青年期に入り成

人期へと向かう時期にあり、二次的障害を抱えている

場合が多いのは想像に難くない。そこで、以下では青

年期から成人期における精神疾患や発達障害に対する

支援の在り方について論説していく。

社会（就労）支援の実際

（1）地域型精神科デイケア

　従来、精神科デイケアの役割は精神疾患患者に対す

る社会支援である。精神科デイケアはアメリカにお

いては、部分入院（partial hospitalization）とされてい

る。部分入院は時間の限定された通院形式のプログラ

ムで、安定した治療関係の下で、治療的で濃厚で、適

切に調整された、構造化された、臨床的サービスが提

供される（Block & Lefkovitz, 1991）。すなわち、入院

ではないが、医療的治療を目的とした診療報酬による

治療である。集団精神療法、作業療法、生活指導など

を行い、患者の日常生活および社会生活の復帰を求め

ている。また、精神科デイケアの治療対象は、統合

失調症など重い症状から比較的軽度なものまで適用で

き、通院治療よりも濃厚な治療を行うことができるも

のでとされている。西園（1995）よれば、精神科デイ

ケアの機能として①入院に代わるもの、あるいは入院

治療に引き続いて積極的に治療を行うこと、②退院か

ら社会への移行期のケアと職業訓練も行う、③長期慢

性患者の憩いの場としての機能があるとしている。

　しかし、現在の精神科デイケアは「入院医療中

心」から「地域生活支援中心」へ移行している。伊藤

（2006）は「ACT（Assertive Community Treatment：包

括的地域支援プログラム）」について、診療報酬の枠

組みで医療の中で行われることに加えて、リスクが高

いことへの挑戦も手厚いサポートで可能になることを

挙げている。例えば、一人暮らしや就労への挑戦もグ

ループとしてのサポートがある中で孤立せず、またス

タッフからのアドバイスがある中で安全に成し遂げる

ことができると考えている。つまり、患者自身も社会

を生きる一人の生活者であるため、医療施設内での治

療だけでは、社会的な意味での回復（寛解）を求める

のは難しく、その人の社会生活の体系に適合した支援

をしていくことが、本来の治療的支援なのである。

　実際の精神科デイケア利用者の中には、症状を抱え

つつも、それと付き合いながら自立した社会生活を送

り、家庭生活を営んでいる利用者もいる。精神科デイ

ケアはそうした患者の生活の安定性や生活自律機能の

維持・向上を支援することが必要である。それは青年

期という特徴から、一人の独立した大人として社会

（家族）からの要請があることも理由の一つである。

こうした社会的要請を受けながら、症状と付き合いつ

つも、自立した社会人になっていくことは、限定され

た医療施設内では対応しきれていない。そのため、患

者自身の実際の生活場面において生じる問題に対処し

ていく支援の在り方が求められている。

　そして、支援の中軸にあるものは患者自身が障害

を抱えつつも、どのような社会生活を送っていくか、

どのように生きていくか、といった「アイデンティ
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ティ」を持つことである。先に述べたように、発達障

害や精神疾患を抱えた当事者は劣等感や自信の無さを

持つ者が少なくない。そのため、当事者自身の将来像

を明確にしていかなければ、実際の社会生活で適応で

きずに、失敗体験に繋がる可能性も考えられる。伊藤

（2006）は、地域での生活を充実したものにする時に、

自分の病気への対処について当事者が知っているとい

うことは強みになると述べている。つまり、障害の特

徴を理解しつつ、その中で当事者は何ができるか、ど

のように生活をしていくかなどを踏まえた、当事者の

発達課題、すなわち自我同一性の確立および修正を支

援していくことが同時に不可欠であろう。

（2）地域型若者就労支援

　上述のように、精神科デイケアも「医療入院中心」

から「地域生活支援中心」へと支援の在り方が転換さ

れてきている。これは、青年・成人期の発達障害者に

対する就労支援の在り方も同様であろう思われる。例

えば、平成 18 年度に厚生労働省より認定された地域

若者サポートステーションがある。これは働くことに

悩みを抱えている 15 歳〜 39 歳までの若者に対して、

就労に向けたさまざまな支援プログラムを提供してお

り、2013（平成 25）年度では全国 160 か所に設置さ

れている。平成25年度の利用者数は約63万人に上り、

進路決定者の約 19 千人のうち約 16 千人（約 83％）

が就職を決定している統計が出ている（厚生労働省 , 

2014b）。

　障害者に対する就労支援は、上記の若者サポートス

テーションだけではなく、発達障害者支援センターや

ハローワーク、障害者職業センター、就労移行事業、

そして各 NPO 団体なども活動している。これらの中

でも若者サポートステーションは就労支援の在り方が

障害者に特化するだけでなく、また就労支援プログラ

ムも地域に適合したものが実践され多岐に渡っている

（日本生産性本部 , 2012）。例えば、自立支援やキャリ

ア支援プログラムの他、ハローワークと連携して職業

スキルの訓練に委託（リファー）することや、高校等

と連携し進路の決まってない中退者に対して自宅訪問

支援（アウトリーチ）をするなど、医療、教育、福

祉、産業、行政等との連携がとられている。

　こうした、青年・成人に対する就労支援の取り組み

の中で、若年不就労者には発達障害のある人が少なく

ないことがわかるにつれて、徐々に発達障害に関わる

専門性も向上してきている（小川 , 2011）。また、実

際に発達障害と診断された当事者でなくても、その傾

向が見られるものも含めるとジョブトレーニングを中

心としたものでは支援内容が不充分であると思われ

る。例えば、小川（2011）による調査によれば、調査

対象者の発達障害者 189人のうち就労していた者は全

体の 39％であり約 4 割にとどまっているという報告

がある。また、非正規社員の就労者が 7割を占めてお

り、賃金面でも月収 15万円未満が 34％、10万円未満

が 49％であり、8 割程度が月収 15 万円未満であるこ

とがわかっている。この研究報告から見ても、発達障

害の就労支援は就労そのものの支援だけではなく、就

労後の職業と生活の維持という問題もあり、支援の難

しさが明らかである。

　このように、就労支援においては発達障害者への支

援プログラムを中心とした体制が求められている。小

川（2011）によれば、発達障害のあるひとの就労相談

は問題が複雑に関わっているため、一口に就労支援と

いっても、どの就労支援機関を利用すればよいか判断

し難いと述べている。そこでは、障害者としてではな

く一般の就労を急ぐ場合、診断を受けていて障害者雇

用を目指す場合、就労支援が主訴であっても職業能力

が極めて限定されている場合など、それぞれのニー

ズに応じた対応があることが想定されている（小川 , 

2011）。

　さらに、こうした支援の在り方においては、当事者

の発達的課題をどれだけ考慮できるかも不可欠であろ

う。前述したように、発達障害やうつ病性障害はそれ

までの生活状態や生き方により、劣等感や自尊心の低

さ、将来設計の無さなど、その後の発達に大きく影響

を与える二次的障害を抱えている可能性が高い。これ

らの精神的問題は、すなわち Erikson（1959）のいう

アイデンティティの問題に相当する発達課題でもあろ

う。どれだけ高質な支援プログラムを用意しても、当

事者本人が将来への希望と自分への自信、そして就労

への動機づけを見失っていては、支援プログラム自体

が形骸化すると思われる。そこで、最後に青年期の発

達課題という視点から見た社会支援の在り方について

検討する。
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青年期の就労支援モデル

　本論では、青年期の発達課題と社会支援の在り方に

ついて論述してきた。そこでは、現代の青年期の長期

化により「自我同一性の修正」という視点の必要性が

検討された。また、青年期において見られる発達阻害

要因として、主に青年期のうつ病性障害と就労問題に

ついて概説された。そして、それら発達課題、精神疾

患、および発達障害に対する支援の在り方として、社

会（生活）中心型の支援体制の重要性が論及された。

以下では、本論から検討される今後の青年期発達に対

する社会支援の在り方について言及していく（図４）。

（1）発達支援を軸としたアプローチ

　まず、アイデンティティの確立過程を加味した発達

支援である。人という多様性のある存在を理解するた

めには、包含的（インクルーシヴ）な視点により理解

することが大切であろう。すなわち、生涯発達（Life-

Span）という視点において、青年期がどのような問題

を抱えているか、それに対してどのような支援をする

べきかを考えなければならない。現代の青年期の発達

加速度化と長期化、そして産業構造の変化という、心

理・社会的発達の観点から見れば、20 ～ 30 年以上前

の青年期に対する支援とは異なる支援が必要である。

図 4　発達と社会を軸とした支援モデル

< >

< >

支援の方向性

【社会（生活）中心型】
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　一度、達成した（しようと行動した）アイデンティ

ティの在り方も、長い青年期において修正や補完を迫

られることを念頭においた発達支援でなければ、青年

期から成人期への移行を促す支援としては不充分であ

る。児童期から青年期への移行過程には大きな躓きの

可能性が内包されているように、青年期から成人期へ

の移行は、社会生活が多様化した現代だからこそ、よ

り安全かつ慎重に理解と支援がなされるべきである。

（2）社会（生活）支援を中心としたアプローチ

　次に、治療中心支援をふまえた上での生活中心支援

である。青年期は様々な問題を抱えやすい時期である

ことは、本論の冒頭でも論述した。その問題にはうつ

病性障害などの精神疾患に限らず、20 歳前後の統合

失調症などの比較的重度な症状（氏原ら , 1992; 安西 , 

2006）や、幼児期・児童期からの継続する発達障害が

ある。そのような場合、障害の症状に対する医学的対

応だけでなく、心理的対応が継続的に求められる。具

体的には、精神科デイケア等での治療的支援や専門施

設等での就労支援である。

　しかし、これらの支援の在り方は、従来、治療中心

的であり、就労訓練中心的な支援方法であった。当事

者は長期的な疾患を抱えつつも、現代社会を生きよう

とする一人の個人（生活者）でもある。青年期から成

人期の発達期では、親の庇護の下では生活することが

できない場合もあろう。そのような生活背景を持ちな

がら、当事者の社会支援を行うためには、当事者が生

きる実際の地域での生活や産業場面での活動を支援し

ていかなければならない。勿論、当事者の症状状態に

より、まずは医療中心的支援が必要な場合や、症状の

経過により医療支援と社会支援の両者を視野に入れる

ことも必要である。そのため、被支援者の状態に適合

した発達支援と社会支援が求められる。

（3）発達と社会を軸とした段階的支援モデル

　前述の二軸を基に、治療中心型から生活中心型への

支援モデルを提起する。まず、第一段階では「症状理

解と治療的対応」を主な目的とするアプローチであ

る。この段階ではアイデンティティはまだ模索期にあ

り、自分の将来に対する現実的な進路が定まっていな

い時期である。そのため、罹患するうつ病や発達の障

害に対する治療に重心が置かれ、症状の理解と自我の

成長を支援する。具体的には精神科デイケアに通院す

ることで、同じ症状を抱える患者との共同作業や話し

合いの機会を設け、治療と同一性確立のための動機づ

けを促していく。例えば、集団精神療法において、自

分の症状や状態を他者と共有することは、孤立感や疎

外感を軽減する意味を持つ。そのため、就労移行する

ための心理的準備となり得る。

　次に第二段階では、「同一性確立と就労移行」を主

な目的とするアプローチである。この段階において

は、自我同一性が定まりつつあり、自立した社会生活

を送る意欲が芽生えてくる時期である。そのため、具

体的な就労のための知識やスキルを習得することを

支援していく。具体的には、SST（社会的スキル訓練

法）や生活指導を行い、社会人としてのマナーや安

定した生活リズムを維持できるように促していく。生

活習慣の不安定さはうつ病と関連する（井原 , 2013）。

そのため、職業を継続するための生活の基礎を作り、

実際の就職活動を行える体制を整えていく。

　そして、第三段階では、「同一性修正と生活設計」

を主な目的とするアプローチである。この段階では、

自身の就労意欲に基づいて就職活動を行い、自立した

社会人生活を行う時期である。しかし、本論で述べて

きたように、現代の青年期は長期化し、社会的情勢の

影響を受けることや青年期の精神疾患に罹患する可能

性もあることから、自我同一性の修正をせざるを得な

いこともある。そのため、職業生活の見直しや将来の

生活設計を検討する。また、生活を維持するための経

済的知識の指導や、キャリアを転換するためのカウン

セリングなども提供できるようにする。

　これまでは治療中心型のアプローチが主流であった

が、症状が寛解に近づいても、自立した社会生活を送

れるとは限らない。それは、現代の産業社会の特性か

ら雇用機会が減少し、正規雇用を継続することも難し

いからである。また、うつ病性障害にみられる精神疾

患や発達障害による二次的障害を持つために、就労が

困難になっていることも要因として考えられる。その

ため、生活中心型のアプローチも提供し、各個人のア

イデンティティ発達のレベルを加味した段階的な支援

体制モデルが必要である。

支援モデルの意義

　以上のように、心理的発達という視点と社会生活支
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援という視点を包含した支援体制と実践が不可欠であ

る。支援者は各個人の発達課題の解決と修正に対する

理解を初期段階から治療後期まで継続して求めていく

ことで、当事者がある程度の自信や動機づけを持って

社会への参画を図っていくことが必要である。当事者

にとっての「青年期から成人期への移行」という発

達課題は、支援者にとっての「専門施設から地域生活

への転換」という実践的課題に匹敵するのかもしれな

い。

　現在、このような青年期の精神疾患や発達障害に対

する自我同一性の確立と修正に焦点を当てた支援モデ

ルは充分に検討されておらず、実践的意義が議論され

ていない。それは、各当事者の症状や特性の個別性

が高いため、臨床支援モデルを確立することが難しい

ためとも思われる。しかし、治療的環境や社会的環

境の整備を強化しても、主人公である当事者が自身の

社会的発達を意識的に求めていけるような支援でなけ

れば、その支援の意義が損なわれてしまう。また、自

我同一性の確立と修正を軸とした支援は、時に当事者

は自身の発達的問題や人間としての弱さを自覚し、意

識することを要される場合がある。だからこそ、その

直面化する経験過程が当事者の特性に合った社会的自

立に繋がるよう、自我同一性の視点による発達と社会

（生活）を軸とした支援のあり方を検討していく意義

となるのではないだろうか。

おわりに

　「人間の弱さこそが人間を社会的にする。各自が共

通に持つ悲惨さこそが私達への心を人類愛へと導く。

…（中略）…他人を必要としないならば、だれも他

人と結びつくことなど考えないであろう。かくして、

まさに私たちの弱さから、はかない幸福がうまれる。

（J.J. Rousseau『エミール』）」

　「疾風怒濤の時代」と言われる青年期は、時に悲し

みや苦しみを経験する。障害という持続的な症状を抱

えていれば尚更であろう。現代のように長期化した青

年期を経ていくためには、それだけ抱える問題が長期

化することもあるだろう。だからこそ、他人との結び

つきが生じるような地域や社会の場において青年を支

援していくことが、時にはかないけれども確かな成長

を求めることに繋がるのではないだろうか。

注 

 1 ） 一般的には青年期は中学生 12 歳ごろから大学卒業の 23

歳ごろまでを示す。そのため 25 歳以降は成人期に位置

する年齢であるが、前成人期（early adulthood）も青年期

として捉えた方が現代青年の特性をより捉えやすくなる

と思われる。本論でも、青年期は 30 歳程度までの時期

を想定したものとして論考していく。
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